
あなたも私もみんなステキ
～ともに考えましょうみんなの人権～

人権尊重委員会
人権推進課
（総合センター）

℡６４‒１１２６
jinsui@town.yuasa.lg.jp人権尊重委員会委員研修会を実施しました

７月３日㊊、人権尊重委員等の今後の啓発活動に活
かすため委員研修を実施しました。講師に安

あん

西
ざい

 美
み

樹
き

氏
（LGBTQと愉快な仲間たち代表）をお招きし、テーマを
「LGBTQについて」として、人権尊重委員及び町職員等
計44名が参加しました。
安西先生からは、LGBTQ当事者が抱える現状課題や、

先日公布・施行された「LGBT理解増進法」等を解説いた
だきました。
人権尊重委員会は、今後も町民人権学習会等を通じて人

権意識の向上に努め、町民のみなさんと共に人権が大切に
されるまちづくりの担い手として、取り組んで行きたいと
思います。

◆期　　間：８月23日㊌～29日㊋
◆時　　間：平　日　８時30分～19時／土・日　10時～17時
◆電話番号：０

フ リ ー ダ イ ヤ ル

１２０－０
ぜろぜろななの

０７－１
ひゃくとおばん

１０（全国共通・無料）
　　　　　※おかけ間違いのないようお願いいたします。

◆相談内容：いじめ、体罰、児童虐待など、こどもをめぐる様々な人
権問題について、法務局職員又は人権擁護委員が相談に
応じます。相談は無料で、秘密は厳守されます。
一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

※ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
【和歌山地方法務局人権擁護課／和歌山県人権擁護委員連合会　℡073-422-5131】

全国一斉「こどもの人権相談」強化週間を実施します！

福祉課福祉係 ⑩番窓口  ℡64ｰ1120問

　障がい者等利用駐車場区画は、身体に障がい（視覚障がい・肢体不自由・
心臓や腎臓などの内部障がい）のある方や、妊産婦、高齢者、病気やけが
等で歩行が困難な方が、車の乗り降りをしやすいように配慮された駐車ス
ペースです。
　思いやりの気持ちでマナーを守り、適正に駐車場を利用しましょう。

障がい者等用駐車場の適正利用のために

12令和５年８月

人権推進課人権係 　℡64-1126問

湯浅町部落差別をなくす条例に定める「湯浅町部落差別解消推進基本計画」の策定に向けて、対象地区に居
住する町民の方を対象とし、令和４年度に部落差別（同和問題）に関する生活実態調査を実施しました。

■調査結果（一部抜粋）

あなたは、これからもこの地区に住み続けたいと思いますか？ 

あなたは、ここ５年の間に被差別部落（同和地区）のことや、被差別部落（同和地区）に住んでいることで、
いやな思いや悲しい思い、腹立たしい思いなどをしたことがありますか？それはどのような場面でしたか？

引き続き「湯浅町部落差別解消推進基本計画」の策定に向けた取組を進めてまいりますので、今後とも皆様のご理解、ご協力のほどお願いします。

あなたは、子育てや子どもの教育で困ったり悩んだりしていることはありますか？Q1

Q3

Q2
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67.8%

25.5%

［件数］

［件数］

子どもが学校の勉強についていけていない(ついていけないかもと心配)

交際や結婚にあたって

インターネットサイトの書き込みなどを見て

友だちとの会話のなかで

職場における会話のなかで

LINEやツイッター等SNS上のやり取りで

近所づきあいのなかで

学校生活のなかで

求職や面接、採用（就職）にあたって

その他

奨学金の制度のことがよくわからない

放課後や休日に子どもを１人にしておくことができない

お金がかかるため塾に行かせることができない

お金がかかるため進学させることができない

急な用事ができたときに子どもを預けることのできる人が近くにいない

子どもに学校の勉強を教えることができない

子どもの食事を用意することが難しい

その他

・住み続けたい…………………………………………………… 67.8%
・今はまだわからない…………………………………………… 25.5%
・できれば和歌山県内の他の市町村に引っ越したい…………… 2.7%
・できれば和歌山県外に引っ越したい…………………………… 1.7%
・その他……………………………………………………………… 1.5%
・できれば湯浅町内の他の地区に引っ越したい………………… 0.8%
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